
 

(市の責務) 

第 4条 市は、子どもの生きる権利、育つ権利、守り守

られる権利、参加する権利を尊重し、関係するあ

らゆる施策を通してその保障、擁護に努めるとと

もに、関係者と連携して子どもを健全育成する環

境の整備に努めなければなりません。 

2 市は、子どもの生きる権利、育つ権利、守り守ら

れる権利、参加する権利の保障、擁護に向けて、市

民の理解を深めるため積極的に広報活動に努めな

ければなりません。 

3 市は、おとなが安心して子どもを育てられるよう、

必要な支援に努めなければなりません。 

4 市は、いじめ、虐待などの権利侵害された子ども

を守り、その置かれた状況に応じて必要な保護や支

援に努めなければなりません。 


